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〇
公

告

砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
令

和
三
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
実
施
す
る
。

令
和
三
年
十
月
五
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

一

試
験
の
日
時

令
和
三
年
十
一
月
十
二
日
（
金
）

午
前
十
時
か
ら
正
午
ま
で

二

試
験
の
場
所

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号

大
分
県
庁
舎
新
館
六
階
入
札
室

三

試
験
科
目

１

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令

２

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項
を
含

む
。
）

四

試
験
の
方
法

筆
記
試
験

五

受
験
願
書
の
受
付
期
間
及
び
受
付
方
法

１

受
付
期
間

令
和
三
年
十
月
十
五
日
（
金
）
か
ら
同
月
二
十
九
日
（
金
）
ま
で

な
お
、
令
和
三
年
十
月
二
十
九
日
（
金
）
ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
受
け
付
け
る
。

２

受
付
方
法

受
付
は
、
郵
送
の
み
と
す
る
。

六

願
書
提
出
先

大
分
市
大
手
町
三
丁
目
一
番
一
号
（
郵
便
番
号
八
七
〇
―
八
五
〇
一
）

大
分
県
土
木
建
築
部
河
川
課

七

提
出
書
類

１

受
験
願
書
（
砂
利
採
取
業
者
の
登
録
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
八
十

号
）
様
式
第
九
）
（
以
下
「
受
験
願
書
」
と
い
う
。
）

２

写
真
一
葉
（
手
札
形
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
正
面
上
半
身
像
で
、
そ
の
裏
面
に
、
撮

影
年
月
日
、
氏
名
及
び
年
齢
を
記
載
し
た
も
の
）

八

受
験
手
数
料

八
千
百
円
（
受
験
願
書
に
大
分
県
収
入
証
紙
を
貼
り
付
け
る
こ
と
。
）

九

受
験
願
書
の
入
手
方
法

１

受
験
願
書
の
交
付
場
所

大
分
県
土
木
建
築
部
河
川
課
又
は
最
寄
り
の
土
木
事
務
所

２

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
入
手

大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
s://w

w
w
.p
ref.oita.jp

/sosh
ik
i/17200/r3-zy

arisaisy
u
-sh
ik
en
-

zissi.h
tm
l

十

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
の
対
応

１

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
状
況
に
よ
っ
て
は
、
試
験
の
延
期
や
中
止
の
可
能
性
が
あ
る
。

そ
の
際
は
、
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
知
ら
せ
る
。

２

試
験
当
日
は
、
感
染
予
防
の
た
め
、
必
ず
マ
ス
ク
を
持
参
し
、
及
び
常
時
着
用
す
る
こ
と
。

十
一

そ
の
他

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
大
分
県
土
木
建
築
部
河
川
課
又
は
最
寄
り
の
土
木
事
務
所
に
問
い
合
わ
せ

る
こ
と
。
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三
年
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